
○
条

例

条

例

大
分
県
税
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び

ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
五

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
…
…
…
…
…
六

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
六

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
十
八
号

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
表
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
項
中
「
平

成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
」
を
「
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
九
月

三
十
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
扶
養
親
族
申
告
書
」
を
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
四
の
見
出
し
中
「
扶
養
親
族
申
告
書
」
を
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
に
改
め
、
同
条
中

「
あ
つ
て
、
」
の
下
に
「
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
配

偶
者
（
退
職
手
当
等
（
法
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
い
う
。
）
又
は
」
を
、
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得

を
有
し
な
い
者
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
七
項
中
「
補
正
は
」
の
下
に
「
、
同
項
に
規
定
す
る
家
屋
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
十

日
以
内
に
」
を
加
え
、
「
第
三
十
六
条
の
六
の
申
告
書
を
提
出
す
る
際
に
併
せ
て
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
内
に
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
表
示
に
関
す
る
登
記
又
は
所
有
権
の
登
記
の
申
請
を
し
た
場
合

（
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
請
が
却
下
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
三
十
六
条
の
六
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出

す
べ
き
申
告
書
に
、
」
を
「
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
項
の
申
告
書

に
」
に
、
「
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
も
、
知
事
は
、
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
不
動
産
を
取
得
し
た
者
に
、
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
同
項
の
申
告
書
を

提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
の
八
中
「
第
七
十
三
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
八
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
損
か
い
」
を
「
損
壊
」
に
、
「
あ
わ
せ

て
」
を
「
併
せ
て
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
当
該
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
」
を

加
え
、
「
添
附
し
て
、
第
三
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地
の
取
得
の
事
実
を
申
告
す
る
際
に
、
併

せ
て
こ
れ
を
」
を
「
添
付
し
て
、
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
十
二
の
三
第
一
項
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
十
二
の
四
第
三
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
当
該
譲
渡
担
保
財
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
六

十
日
以
内
に
」
を
加
え
、
「
第
三
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
当
該
譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
の
事
実
を
申
告

す
る
際
に
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
を
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
の
三
の
二
中
「
令
和
十
五
年
度
」
を
「
令
和
二
十
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
」
を
「
令
和
七

年
」
に
改
め
る
。

令

和

四

年

号

外

四
六

六
月
三
十
日

( 木 曜 日 )
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附
則
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
当
該
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
年
の
翌
年
の
四

月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
県
民
税
」
を
「
前
年
分
の
所
得
税
」
に
、
「
に
つ
き
前
項
」
を
「
に
つ
き
同
条

第
一
項
」
に
、
「
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等

申
告
書
を
提
出
し
た
」
を
「
受
け
た
」
に
改
め
、
「
（
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
）
」
及
び
「
も
の
と
し
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
他
の
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等

に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
」
を
削
る
。

附
則
第
十
条
第
四
項
中
「
、
第
三
十
七
条
の
八
又
は
第
三
十
七
条
の
九
」
を
「
又
は
第
三
十
七
条
の
八
」

に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
。
次
条
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い

う
。
」
を
削
る
。

附
則
第
二
十
七
条
を
削
る
。

附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
附
則
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十

七
条
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一

第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
表
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
項
の

改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定

令
和
四
年
十
月
一
日

二

第
二
十
八
条
の
三
の
見
出
し
並
び
に
第
二
十
八
条
の
四
の
見
出
し
及
び
同
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
七
条
の
三
の
二
、
第
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
十
七
条
を

削
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
附
則
第
二
十
七
条
と
す
る

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規
定

令
和
五
年
一
月
一
日

三

第
三
十
六
条
の
二
第
七
項
、
第
三
十
六
条
の
六
、
第
三
十
六
条
の
八
、
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
、

第
三
十
六
条
の
十
二
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
十
二
の
四
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第

八
項
の
規
定

令
和
五
年
四
月
一
日

四

附
則
第
八
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定

令
和
六
年
一
月
一
日

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
規

定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
提
出
す
る

同
条
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
号
に
掲
げ
る
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
給

与
に
つ
い
て
提
出
し
た
同
条
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
第
二
十
八
条
の
四
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
（
昭
和
四

十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
同
法
第
二
百
三
条
の
七

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
提
出
す
る
新
条
例
第
二
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
支
払

を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
し
た
旧
条
例
第
二
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
条
例
附
則
第
七
条
の
三
の
二
の
規
定
は
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
令
和
四
年
一
月
一
日

以
後
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
所

得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
若
し
く
は
既
存
住
宅
又
は
増
改
築

等
を
し
た
家
屋
（
当
該
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
同
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の

居
住
の
用
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
同
日
前
に
所
得
税
法

等
改
正
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置

法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
若
し
く
は
既
存
住
宅
又
は
増
改
築
等
を

し
た
家
屋
（
当
該
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
同
条
第
一
項
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
令
和
四
年
一
月
一
日
前
に
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
若
し
く
は
既
存
住
宅
又
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
を
同
項
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
条
例
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
条
例
附
則
第
七
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
附
則
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規

定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

二
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８

附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
七
項
、
第

三
十
六
条
の
六
、
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
十
二
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
同
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

９

大
分
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
大
分
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
四
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
八
条
の
四
中
」
の
下
に
「
「
扶
養
親
族
（
」
の
下
に
「
年

齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
」
を
加
え
、
」
を
加
え
、
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
を
「
有
し
な
い
者
」
に
、

「
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
」
を
「
有
す
る
者
」
に
改
め
る
。

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
十
九
号

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
の
三
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一
号
」

に
、
「
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表
の
第
一
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
表
の
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
三
号
」

に
、
「
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表
の
第
三
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
（
同
項
の
表
の
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
第

十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
二
号
」
に
、
「
第
四
十
五
条
第
二
項
（
同
項
の
表
の
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
」
を
「
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
九
第
十

項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
九
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
五
第
一
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
二
年
」

を
「
三
年
」
に
、
「
第
十
条
第
七
項
第
六
号
」
を
「
第
十
条
第
八
項
第
六
号
」
に
、
「
第
四
十
二
条
の
四
第

八
項
第
七
号
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
」
に
、
「
同
法
第
六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
六

号
」
を
「
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
六
項
」
に
、
「
中
小
連
結
法
人
」

を
「
中
小
通
算
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
三
月
三
十

一
日
」
に
、
「
二
年
を
」
を
「
三
年
を
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
県
税
条
例
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き

日
」
を
「
当
該
不
動
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
県
税
条
例
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
る
際
」
を

「
当
該
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
条
第
二
項
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

新
条
例
第
三
条
の
五
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法

人
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。

５

新
条
例
第
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
又
は
施
行
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
べ
き
新
条
例
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
新
条
例
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
徴
収
猶
予
申
請
書
の
提
出
期

限
は
、
新
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
一
月
を
経
過

し
た
日
と
す
る
。

６

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
税
特
別
措
置
条
例
第
四
条
第

一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

三



畜
舎
等
の
建

築
等
及
び
利

畜
舎
建
築
利
用
計

画
認
定
申
請
手
数

料

一

件

七
、
〇
〇
〇
円

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び

利
用
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
四
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
特
例

畜
舎
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
特
例
畜
舎

等
」
と
い
う
。
）
以
外

の
畜
舎
等
に
あ
つ
て

は
、
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
畜
舎
建
築
利
用

計
画
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
畜
舎
建
築
利

用
計
画
」
と
い
う
。
）

が
同
条
第
三
項
第
四
号

に
適
合
す
る
こ
と
を
建

築
基
準
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
一

号
）
第
七
十
七
条
の
五

十
八
第
一
項
の
登
録
を

受
け
た
者
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
知
識
及
び

経
験
を
有
す
る
と
知
事

が
認
め
る
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
建
築

基
準
適
合
判
定
資
格
者

等
」
と
い
う
。
）
が
証

す
る
も
の
を
提
出
す
る

こ
と
。

用
の
特
例
に

関
す
る
法
律

関
係
事
務

畜
舎
建
築
利
用
計

画
の
変
更
認
定
申

請
手
数
料

一

件

七
、
〇
〇
〇
円

特
例
畜
舎
等
以
外
の
畜

舎
等
に
あ
つ
て
は
、
畜

舎
建
築
利
用
計
画
が
法

第
四
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
三
条

第
三
項
第
四
号
に
適
合

す
る
こ
と
を
建
築
基
準

適
合
判
定
資
格
者
等
が

証
す
る
も
の
を
提
出
す

る
こ
と
。

認
定
畜
舎
等
の
仮

使
用
認
定
申
請
手

数
料

一

件

五
、
四
〇
〇
円

認
定
畜
舎
等
（
法
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る

認
定
畜
舎
等
で
あ
つ

て
、
特
例
畜
舎
等
を
除

く
も
の
を
い
う
。
）
又

は
そ
の
部
分
の
使
用

が
、
安
全
上
、
防
火
上

及
び
避
難
上
支
障
が
な

い
こ
と
を
建
築
基
準
適

合
判
定
資
格
者
等
が
証

す
る
も
の
を
提
出
す
る

こ
と
。

地
位
承
継
認
可
申

請
手
数
料

一

件

二
、
八
〇
〇
円

敷
地
等
と
道
路
と

の
関
係
の
認
定
申

請
手
数
料

一

件

二
七
、
〇
〇
〇
円

免
許
状
有
効

期
間
更
新
手

数
料

一

件

三
、
三
〇
〇
円

免
許
状
有
効

期
間
延
長
手

数
料

一

件

一
、
七
〇
〇
円

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
二
十
号

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
家
畜
市
場
登
録
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
の
建
築
基
準
法
関
係
事
務
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
」
を
削
り
、
同
表

の
教
育
職
員
免
許
状
関
係
事
務
の
項
中

「

及
び

」

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

四



免
許
状
更
新

講
習
修
了
確

認
手
数
料

一

件

三
、
三
〇
〇
円

教
育
職
員
免
許

法
及
び
教
育
公

務
員
特
例
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第

九
十
八
号
）
附

則
第
二
条
第
三

項
第
三
号
の
確

認
を
含
む
。

免
許
状
更
新

講
習
修
了
確

認
期
限
延
期

手
数
料

一

件

一
、
七
〇
〇
円

免
許
状
更
新

講
習
免
除
手

数
料

一

件

三
、
三
〇
〇
円
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「

を
削
る
。

」

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
教
育
職
員
免
許
状
関
係
事
務
の
項
の

改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
二
十
一
号

大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
並
び
に

ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
大
分
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
千
五
百
六

十
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
七
円
五
十
一
銭
」
を
「
七
円
七
十
三
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
三
十
七
万
五

千
五
百
円
と
五
円
二
銭
」
を
「
三
十
八
万
六
千
五
百
円
と
五
円
十
八
銭
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中
「
五
百
二
十
五
円
六
銭
」
を
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
に
、
「
三
十
一
万
五
百

円
」
を
「
三
十
一
万
六
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
十
七
円
五
十
銭
」
を
「
二
十
八
円

三
十
五
銭
」
に
、
「
五
十
七
万
三
千
三
十
円
」
を
「
五
十
八
万
六
千
九
百
五
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動

車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ

た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
二
十
二
号

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
大
分
県

条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
み
な
し
指
定
地
域
特
定
施
設
の
み
」
を
「
指
定
地
域
特
定
施
設
の
み
」
に
改
め
、
同
表
の

備
考
１
中
「
み
な
し
指
定
地
域
特
定
施
設
」
を
「
指
定
地
域
特
定
施
設
」
に
、
「
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別

措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
第
四
条
の
二
」
を
「
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
第
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

五
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大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
二
十
三
号

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
の
非
紹
介
患
者
加
算
料
の
項
中
「
五
、
○
九
○
円
」
を
「
七
、
七
○
○
円
」
に
、
「
三
、
○
五
○

円
」
を
「
五
、
五
○
○
円
」
に
、
「
二
、
五
四
○
円
」
を
「
三
、
三
○
○
円
」
に
、
「
一
、
五
二
○
円
」
を

「
二
、
○
九
○
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
二
十
四
号

大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
を
廃
止

す
る
条
例

大
分
都
市
計
画
事
業
大
分
臨
海
工
業
地
帯
大
在
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
大

分
県
条
例
第
五
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
条
例
第
二
十
五
号

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県

条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
、
四
四
六
人
」
を
「
三
、
四
二
○
人
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
、

〇
六
三
人
」
を
「
七
、
一
二
三
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県

費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
）

六


